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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エラーが発生したために超音波診断装置を再起
動させた場合であっても、手間と時間を要さずに検査を
再開することができる超音波診断装置および検査復帰プ
ログラムを提供すること。
【解決手段】超音波診断装置１００は、電源の投入によ
り自装置を起動させる起動部と、自装置が前回終了した
ときに、正常終了したか、または異常終了したかを判定
する判定部と、異常終了した場合は、ログ情報に基づい
て、所定の状態まで復帰させる復帰部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源の投入により自装置を起動させる起動部と、
　前記自装置が前回終了したときに、正常終了したか、または異常終了したかを判定する
判定部と、
　前記異常終了した場合は、ログ情報に基づいて、所定の状態まで復帰させる復帰部と、
　を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記復帰部は、
　前記ログ情報に基づいて、前記正常終了した状態に復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記復帰部は、
　前記ログ情報に基づいて、前記正常終了した状態であって前記異常終了する直前の状態
に復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記復帰部は、
　前記異常終了した場合は、前記被検体が登録された直後の状態に復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記復帰部は、
　前記異常終了した場合は、前記被検体に対して、Ｂモードによる検査が開始される直前
の状態に復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記復帰部は、
　前記異常終了した場合には、前記被検体に対して所定の検査を開始するための選択を受
け付ける選択画面を表示させた状態に復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　超音波画像を生成するための設定可能な複数のモードを有し、
　前記復帰部は、
　前記ログ情報に基づいて、前記異常終了していないモードに復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記復帰部は、
　前記ログ情報に基づいて、前記異常終了する直前のモードに復帰させる
　請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　変更可能な複数の設定を有し、
　前記復帰部は、
　前記ログ情報に基づいて、前記正常終了した設定または前記異常終了する直前の設定に
復帰させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　超音波診断装置を構成するコンピュータに、
　電源の投入により前記超音波診断装置を起動させる機能と、
　前記超音波診断装置が前回終了したときに、正常終了したか、または異常終了したかを
判定する機能と、
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　前記異常終了した場合は、ログ情報に基づいて、所定の状態まで復帰させる機能と、
　を実現させるための検査復帰プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置および検査復帰プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医用画像診断装置として、超音波診断装置が知られている。超音波診断装置
は、被検体の体内を示す体内画像を生成し、医師や検査技師などがその体内画像について
読影を行う装置である。
【０００３】
　ここで、超音波診断装置は、検査中にエラーが発生した場合、強制終了して再起動する
ようになっていた。この場合、通常は、電源スイッチを長押しすることにより強制終了す
る方法か、再起動ボタンやリセットボタンなどを押下して再起動する方法により復帰する
ようになっていた。
【０００４】
　しかしながら、超音波診断装置を復帰させた後の状態は、通常の超音波診断装置を起動
させた直後の状態と同じ状態であり、再び、例えば、患者を登録する作業として患者登録
や、被検体を撮影する撮影モードまたは撮影条件などを設定し直す必要があった。
【０００５】
　このため、エラーが発生した超音波診断装置を再起動させた場合は、再検査を開始する
までに患者登録や撮影モードまたは撮影条件などを設定し直す必要があり、検査再開まで
に手間と時間を要していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００４－５０８１２５号公報
【特許文献２】特開２００１－３２７４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、エラーが発生したために超音波診断装置を再起動さ
せた場合であっても、手間と時間を要さずに検査を再開することができる超音波診断装置
および検査復帰プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の超音波診断装置は、電源の投入により自装置を起動させる起動部と、前記自
装置が前回終了したときに、正常終了したか、または異常終了したかを判定する判定部と
、前記異常終了した場合は、ログ情報に基づいて、所定の状態まで復帰させる復帰部と、
を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態の超音波診断装置の概略の構成の一例を示した概略構成図。
【図２】第１の実施形態の超音波診断装置が電源の投入によって起動したとき、エラー発
生フラグの状態を判別し、異常終了していた場合には、ログ情報に基づいて、検査復帰処
理を実行する処理を示したフローチャート。
【図３】第１の実施形態の超音波診断装置のディスプレイに、患者情報の登録を行う患者
登録画面が表示され、患者情報の登録を行う場合の一例を示した説明図。
【図４】第１の実施形態の超音波診断装置において、Ｂモードによる検査やカラードップ
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ラーモードによる検査などの処理を示したフローチャート。
【図５】第１の実施形態の超音波診断装置のディスプレイに、Ｂモード画像を表示させた
場合の検査画面例。
【図６】第１の実施形態の超音波診断装置のディスプレイに、カラードップラー画像を表
示させた場合の検査画面例。
【図７】第１の実施形態の超音波診断装置のディスプレイに、スペクトル表示させた場合
の検査画面例。
【図８】一例として、カラードップラーモード画像の保存時にエラーが発生した場合、第
１の実施形態の超音波診断装置のディスプレイにエラーが発生した旨を表示した説明図。
【図９】第１の実施形態の超音波診断装置が、ステップＳ０１１において保存した検査中
のログ情報に基づいて、正常終了したモード、すなわち異常終了していない状態に復帰さ
せる復帰処理を示したフローチャート。
【図１０】第１の実施形態の超音波診断装置のディスプレイに、正常終了した処理の内容
に基づいて、患者情報の復元と、検査の状態を表示した表示画面例。
【図１１】第２の実施形態の超音波診断装置が電源の投入によって起動したとき、エラー
発生フラグの状態を判別し、異常終了していた場合には、ログ情報に基づいて、検査を再
開する状態を選択する再開選択処理を実行する処理を示したフローチャート。
【図１２】第２の実施形態における検査再開の選択処理を示すフローチャート。
【図１３】第２の実施形態のステップＳ３０１において、ディスプレイに検査再開のため
の状態を選択させる選択画面例を示した表示画面例。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態の超音波診断装置について、添付図面を参照しながら説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態の超音波診断装置１００の概略の構成の一例を示した概略構成
図である。
【００１２】
　図１に示すように、第１の実施形態の超音波診断装置１００は、超音波プローブ１０と
、超音波診断装置本体２０とを備えて構成されている。
【００１３】
　超音波プローブ１０は、超音波振動素子を備えて構成されている。超音波振動素子は、
送信時には電気的な駆動信号を送信超音波に変換する一方、受信時には超音波反射波（受
信超音波）を電気的な受信信号に変換する機能を備えている。
【００１４】
　超音波診断装置本体２０は、送信回路２１、受信回路２２、信号処理回路２３、画像処
理回路２４、ディスプレイ２５、電源回路２６、処理回路２７、記憶回路２８、及び入力
回路２９などを備えて構成されている。
【００１５】
　送信回路２１は、被検体の所定方向に対し、送信超音波を放射するための駆動信号を超
音波プローブ１０に供給する機能を備えている。
【００１６】
　受信回路２２は、位相検波回路とビーム形成回路とを備えて実現されている。位相検波
回路は、超音波プローブ１０から受信した複数チャンネルの受信信号のそれぞれを、ベー
スバンド帯域の同相信号（Ｉ信号、Ｉ：In-phase）と、直交信号（Ｑ信号、Ｑ：Quadratu
re-phase）とに分解し、さらにデジタル信号に変換する。ビーム形成回路は、各チャンネ
ルの信号（Ｉ信号及びＱ信号）に所定の遅延を与えた後に加算してビームを形成する。そ
して、受信回路２２は、形成したビームをビーム信号として信号処理回路２３に入力する
。
【００１７】



(5) JP 2017-123910 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

　信号処理回路２３は、受信回路２２からビーム信号を取得する。信号処理回路２３は、
例えば、Ｂモードでは、ビーム信号の包絡線を検出してＢモード画像を生成する。また、
カラードップラーモードでは、ビーム信号に自己相関等の処理を施してカラードップラー
画像の画像データを生成する。また、パルスドップラーモードや連続波ドップラーモード
では、ビーム信号にＦＦＴ法（高速フーリエ変換法：Fast Fourier Transform method）
を用いて、ドップラー画像の画像データを生成する。
【００１８】
　以下、信号処理回路２３において生成したＢモード画像、カラードップラー画像の画像
データ、連続波ドップラー画像の画像データなどを、超音波画像データともいう。
【００１９】
　画像処理回路２４は、信号処理回路２３で生成された超音波画像データに対し、被検体
の撮影断面に座標系を合わせる座標変換処理を行う機能を備えている。画像処理回路２４
は、例えば、超音波画像データを、スキャン方式の座標系からテレビ方式の座標系に変換
する。また、画像処理回路２４は、座標変換された超音波画像データに対し、画像表示に
適した諧調設定や、解像度またはフレームレートを変更する画像処理を施す機能を備えて
いる。
【００２０】
　ディスプレイ２５は、超音波プローブ１０で撮影した被検体の超音波画像データを画像
として表示する機能を備えている。ディスプレイ２５は、例えば、液晶ディスプレイやモ
ニタなどにより構成されている。
【００２１】
　電源回路２６は、超音波診断装置１００の操作部や筐体の側面に設けられた電源スイッ
チをＯＮにすることにより、装置の各部に必要な電力供給を行う機能を備えている。また
、電源回路２６は、送信モードに応じた送信電圧を、例えば、０～１００[Ｖ]の間で切り
替えて、送信回路２１に出力する。
【００２２】
　処理回路２７は、超音波診断装置１００を統括的に制御する機能を備えている。例えば
、処理回路２７は、プログラムを記憶回路２８から読み出し、実行することにより、各プ
ログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。また、処理回路２７は、各プログ
ラムを読み出して、起動機能、判定機能および復帰機能を実現することができる。
【００２３】
　起動機能とは、電源の投入により自装置である超音波診断装置１００を起動させる機能
のことである。
【００２４】
　判定機能とは、自装置である超音波診断装置１００が前回終了したときに、正常終了し
たか、または異常終了したかを判定する機能のことである。
【００２５】
　復帰機能とは、自装置である超音波診断装置１００が前回異常終了した場合は、ログ情
報に基づいて、所定の状態まで復帰させる機能のことである。
【００２６】
　なお、本実施形態における起動機能、判定機能および復帰機能は、それぞれ特許請求の
範囲における起動部、判定部および復帰部に対応する。
【００２７】
　記憶回路２８は、メモリとして、ＲＯＭ（Read Only Memory）およびＲＡＭ（Random A
ccess Memory）等を備えている。記憶回路２８は、上記のプログラムを記憶する他、ＩＰ
Ｌ（Initial Program Loading）、ＢＩＯＳ（Basic Input/Output System）のデータを記
憶したり、処理回路２７のワークメモリや画像データの一時的な記憶に用いたりする。ま
た、記憶回路２８は、患者情報が登録されたときは、その患者情報を記憶する。そして、
記憶回路２８は、後述するエラー発生フラグとして、「０」または「１」が設定される場
合には、そのエラー発生フラグの「０」または「１」の値を記憶する。また、記憶回路２
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８は、後述するログ情報も記憶する。
【００２８】
　入力回路２９は、医師や検査技師などの操作者によって操作が可能なポインティングデ
バイス（マウスなど）やキーボードなどの入力デバイスからの信号を入力する回路であり
、ここでは、入力デバイス自体も入力回路２９に含まれるものとする。この場合、操作に
従った入力信号が、入力回路２９から処理回路２７に送られる。
【００２９】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、専用又は汎用のＣＰＵ
（Central Processing Unit）、或いは、特定用途向け集積回路（Application Specific 
Integrated Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラ
マブル論理デバイス（Simple Programmable Logic Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマ
ブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールド
プログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Gate Array：ＦＰＧＡ）などの回路
を意味する。
【００３０】
　プロセッサは、メモリとしての記憶回路２８に保存された、もしくはプロセッサの回路
内に直接組み込まれたプログラムを読み出し、実行することで各機能を実現する。プロセ
ッサが複数設けられ場合、プログラムを記憶するメモリは、プロセッサごとに個別に設け
られるものであっても構わないし、或いは、例えば、図１の記憶回路２８が各プロセッサ
の機能に対応するプログラムを記憶するものであっても構わない。
【００３１】
（検査復帰処理）
　次に、第１の実施形態の超音波診断装置１００が実行する検査復帰処理について、図２
に示すフローチャートを用いて説明する。
【００３２】
　図２は、第１の実施形態の超音波診断装置１００が電源の投入によって起動したとき、
エラー発生フラグの状態を判別し、異常終了していた場合には、ログ情報に基づいて、検
査復帰処理を実行する処理を示したフローチャートである。
【００３３】
　本実施形態では、超音波診断装置１００が起動した場合、例えば、朝から夕方まで複数
の被検体に対し、複数の検査を行うものとする。また、検査は、１つの被検体に対し１つ
の検査に限定されるものはなく、例えば、１つの被検体でも複数の部位について検査が行
われることもあり、また、モードや設定を変更して検査した場合には、それぞれのモード
や設定が検査に該当するものとする。
【００３４】
　まず、超音波診断装置１００は、医師や検査技師等の操作によって超音波診断装置本体
２０の電源スイッチが操作されることにより、電源が投入され、超音波診断装置１００が
起動する（ステップＳ００１）。
【００３５】
　処理回路２７は、超音波診断装置１００が前回終了したときに、正常終了したか、また
は異常終了したかを判定する。例えば、処理回路２７は、前回の検査が正常に終了したこ
とを示すエラー発生フラグが「０」か「１」を判定する（ステップＳ００３）。なお、こ
のエラー発生フラグは、例えば、「０」であれば前回の検査が正常に終了したことを示し
ており、一方、「１」であれば前回の検査が正常に終了しておらず、異常終了したことを
示している。
【００３６】
　処理回路２７は、エラー発生フラグが「０」の場合（ステップＳ００３のＹＥＳ）、前
回の検査が正常に終了しているため、一旦エラー発生フラグを「１」にセットしてから（
ステップＳ００５）、これから検査を行う被検体について、患者情報の登録を行う（ステ
ップＳ００７）。
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【００３７】
　図３は、第１の実施形態の超音波診断装置１００のディスプレイ２５に、患者情報の登
録を行う患者登録画面が表示され、患者情報の登録を行う場合の一例を示した説明図であ
る。
【００３８】
　図３に示すように、超音波診断装置１００のディスプレイ２５には、例えば、被検体を
識別する識別子である患者ＩＤ（Identifier）として「０１２３」が入力されており、患
者名として「ＡＡＡＡ」が入力されている。また、患者ＩＤが「０１２３」の患者の身体
的特徴として身長が「１７０ｃｍ」、体重が「６５Ｋｇ」と入力されている。また、検査
日が「２０１５年１２月３１日」と入力されており、検査技師の名前として「ＸＸＸＸ」
が入力されている。
【００３９】
　検査技師である「ＸＸＸＸ」が、ディスプレイ２５上で自己の名前を入力し、例えば、
登録完了ボタンを押下すると、患者情報が登録され（ステップＳ００７）、その患者情報
が記憶回路２８に記憶される。
【００４０】
　そして、検査技師である「ＸＸＸＸ」がディスプレイ２５に表示された検査開始ボタン
を押下すると、所定の検査を開始する（ステップＳ０１１）。なお、所定の検査の一例と
して、最初にＢモードによる検査を行い、次にカラードップラーモードによる検査を行っ
た後、スペクトル表示を行なうものとする。なお、所定の検査は一例であり、これに限定
されるものではない。また、本実施形態の超音波診断装置１００は、超音波画像を生成す
るための設定可能な複数のモードや複数の設定を有しているものとする。
【００４１】
　図４は、第１の実施形態の超音波診断装置１００において、Ｂモードによる検査やカラ
ードップラーモードによる検査などの処理を示したフローチャートである。
【００４２】
　図４に示すように、超音波診断装置１００は、医師や検査技師などの操作により、入力
回路２９から指示を受け付け、処理回路２７と信号処理回路２３とによりＢモードの検査
を行うとともに、処理に関するログをログ情報として記憶回路２８に保存する（ステップ
Ｓ１０１）。
【００４３】
　また、超音波診断装置１００は、信号処理回路２３において生成されたＢモード画像を
保存したり、そのＢモード画像を保存したことを示すログをログ情報として記憶回路２８
に保存する（ステップＳ１０３）。
【００４４】
　なお、本実施形態では、超音波診断装置１００は、常にログを収集しており、エラーの
発生を監視するようになっている。また、ログの収集の一例として、例えば、超音波診断
装置１００において何か処理が実行された場合や設定が変更された場合には、常にログを
保存する形態で収集する。
【００４５】
　図５は、第１の実施形態の超音波診断装置１００のディスプレイ２５に、Ｂモード画像
を表示させた場合の検査画面例である。
【００４６】
　例えば、検査技師の「ＸＸＸＸ」が、患者ＩＤが「０１２３」に対し、Ｂモードによる
検査を行って、その検査におけるＢモード画像を保存する処理を行うと、Ｂモード画像を
保存したことを示すログ情報が記憶回路２８に保存される（ステップＳ１０３）。
【００４７】
　超音波診断装置１００は、Ｂモードにおける検査中又はＢモード画像の保存時にエラー
が発生したか否かを判定しており（ステップＳ１０５）、エラーが発生していない場合は
（ステップＳ１０５のＮＯ）、次に、カラードップラーモードによる検査を行う。
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【００４８】
　超音波診断装置１００は、医師や検査技師などの操作により、入力回路２９から指示を
受け付け、処理回路２７と信号処理回路２３とによりカラードップラーモードによる検査
を行うとともに、検査に関するログをログ情報として記憶回路２８に保存する（ステップ
Ｓ１０７）。
【００４９】
　また、超音波診断装置１００は、信号処理回路２３において生成されたカラードップラ
ー画像を保存したり、そのカラードップラー画像を保存したことを示すログをログ情報と
して記憶回路２８に保存する（ステップＳ１０９）。なお、カラードップラーモードでは
、血流の流速を計測することができるので、計測された流速も記憶回路２８に保存する。
【００５０】
　図６は、第１の実施形態の超音波診断装置１００のディスプレイ２５に、カラードップ
ラー画像を表示させた場合の検査画面例である。
【００５１】
　例えば、検査技師の「ＸＸＸＸ」が、患者ＩＤが「０１２３」に対し、カラードップラ
ーモードによる検査を行って、血流の流速の計測と、その検査におけるカラードップラー
画像を保存する処理を行うと、その血流の流速の計測とカラードップラー画像を保存した
ことを示すログ情報を記憶回路２８に保存する（ステップＳ１０９）。
【００５２】
　超音波診断装置１００は、カラードップラーモードにおける検査中又はカラードップラ
ーモード画像の保存時にエラーが発生したか否かを判定しており（ステップＳ１１１）、
エラーが発生していない場合は（ステップＳ１１１のＮＯ）、次にスペクトル表示による
検査を行う。
【００５３】
　超音波診断装置１００は、医師や検査技師などの操作により、入力回路２９から指示を
受け付け、処理回路２７と信号処理回路２３とによりスペクトル表示を行うとともに、そ
のスペクトル表示に関するログをログ情報として記憶回路２８に保存する（ステップＳ１
１３）。
【００５４】
　図７は、第１の実施形態の超音波診断装置１００のディスプレイ２５に、スペクトル表
示させた場合の表示画面例である。
【００５５】
　例えば、検査技師の「ＸＸＸＸ」が、患者ＩＤが「０１２３」に対し、Ｂモードによる
検査を行って、その検査における画像のスペクトル表示を保存する処理を行うと、そのス
ペクトル表示の画像を保存したことを示すログ情報を記憶回路２８に保存する（ステップ
Ｓ１１３）。
【００５６】
　超音波診断装置１００は、スペクトル表示中又はスペクトル表示の画像の保存時にエラ
ーが発生したか否かを判定しており（ステップＳ１１５）、エラーが発生していない場合
は（ステップＳ１１５のＮＯ）、ステップＳ０１５へ移動する。
【００５７】
　一方、例えば、Ｂモードにおける検査中又はＢモード画像の保存時にエラーが発生した
場合は（ステップＳ１０５のＹＥＳ）、ステップＳ０１９へ移動する（ステップＳ０１３
のＹＥＳ）。また、カラードップラーモードにおける検査中又はカラードップラーモード
画像の保存時にエラーが発生した場合や（ステップＳ１１１のＹＥＳ）、スペクトル表示
中又はスペクトル表示の画像の保存時にエラーが発生した場合にも（ステップＳ１１５の
ＹＥＳ）、同様に、ステップＳ０１９へ移動する（ステップＳ０１３のＹＥＳ）。
【００５８】
　ここで、超音波診断装置１００は、Ｂモードによる検査からスペクトル表示までエラー
が発生していない場合は、患者ＩＤ「０１２３」に対する検査は正常に終了したと判定し
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（ステップＳ０１３のＮＯ）、患者ＩＤ「０１２３」に対する検査を終了するとともに（
ステップＳ０１５）、ステップＳ００５において設定されたエラー発生フラグを「０」に
セットし、電源をオフにして検査を終了する。
【００５９】
　これに対し、検査中にいずれかのエラーが発生した場合には（ステップＳ０１３のＹＥ
Ｓ）、超音波診断装置１００は、ディスプレイ２５に、エラーが発生した旨を表示して、
超音波診断装置１００の再起動を行う。
【００６０】
　図８は、一例として、カラードップラーモード画像の保存時にエラーが発生した場合、
第１の実施形態の超音波診断装置１００のディスプレイ２５にエラーが発生した旨を表示
した説明図である。
【００６１】
　図８に示すように、超音波診断装置１００のディスプレイ２５には、エラーが発生した
ことを示す旨の表示がされている。一例として、エラーが発生したことを示す旨の表示に
は、再起動ボタンも表示されている。
【００６２】
　超音波診断装置１００は、ディスプレイ２５に表示された再起動ボタンの押下を検出し
た場合には（ステップＳ０１９のＹＥＳ）、ステップＳ００５において設定されたエラー
発生フラグ「１」を保持し、電源をオフにする（ステップＳ０２１）。
【００６３】
　超音波診断装置１００は、エラーフラグ「１」を保持したまま電源をオフにするととと
もに（ステップＳ０２１）、電源が遮断された後、超音波診断装置１００に電源を投入し
、再起動を行う（ステップＳ００１）。
【００６４】
　一方、ディスプレイ２５に表示された再起動ボタンの押下を検出できない場合には（ス
テップＳ０１９のＮＯ）、例えば、検査技師の「ＸＸＸＸ」が電源ボタンを長押しするこ
とにより、超音波診断装置１００は、エラー発生フラグ「１」を保持したまま強制終了し
、電源をオフにする（ステップＳ０２３）。
【００６５】
　この場合も同様に、超音波診断装置１００は、エラーフラグ「１」を保持したまま強制
終了するととともに（ステップＳ０２３）、電源が遮断された後、超音波診断装置１００
に電源を投入し、再起動を行う（ステップＳ００１）。
【００６６】
　そして、超音波診断装置１００が再起動した後に（ステップＳ００１）、処理回路２７
は、超音波診断装置１００が前回終了したときに、正常終了したか、または異常終了した
かを判定する。すなわち、処理回路２７は、前回の検査が正常に終了したことを示すエラ
ー発生フラグが「０」か「１」を判定する（ステップＳ００３）。
【００６７】
　ここで、ステップＳ０１１の検査中にいずれかのエラーが発生した場合には（ステップ
Ｓ０１３のＹＥＳ）、エラー発生フラグが「１」となっているため（ステップＳ００３の
ＮＯ）、本実施形態では、収集したログ情報に基づいて復帰処理を実行する（ステップＳ
００９）。
【００６８】
　このように、処理回路２７は、エラー発生フラグに「１」が設定されているか、あるい
は「０」が設定されているか判別し、エラー発生フラグに「０」が設定されている場合は
正常終了したと判定する一方、エラー発生フラグに「１」が設定されている場合は異常終
了したと判定する（ステップＳ００３）。
【００６９】
　また、超音波診断装置１００は、超音波画像を生成するための設定可能な複数のモード
や複数の設定を有しており、処理回路２７は、ログ情報に基づいて、例えば、正常終了し
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たモードに復帰させるようになっている。
【００７０】
　図９は、第１の実施形態の超音波診断装置１００が、ステップＳ０１１において保存し
た検査中のログ情報に基づいて、正常終了したモード、すなわち異常終了していない状態
に復帰させる復帰処理を示したフローチャートである。なお、一例として、処理回路２７
が、ログ情報に基づいて、異常終了する直前のモードに復帰させる場合について、以下に
説明する。
【００７１】
　図９に示すように、第１の実施形態の超音波診断装置１００の処理回路２７は、記憶回
路２８から、各種のログ情報を収集する（ステップＳ２０１）。
【００７２】
　処理回路２７は、収集した各種のログ情報の中から、前回患者情報が登録されたときの
患者情報を抽出する（ステップＳ２０３）。例えば、処理回路２７は、ステップＳ００５
においてエラー発生フラグが「１」にセットされた後に登録された患者情報を抽出する。
【００７３】
　次に、処理回路２７は、抽出した患者情報を、超音波診断装置１００に自動的に登録す
る（ステップＳ２０５）。
【００７４】
　また、処理回路２７は、ステップＳ０１１などにおいて、正常に終了したログ情報を抽
出する（ステップＳ２０７）。例えば、処理回路２７は、図４のフローチャートにおいて
、Ｂモード画像を保存し、正常終了したログ情報、すなわち、異常終了していないログ情
報を抽出する。また、処理回路２７は、例えば、図４のフローチャートにおいて正常終了
した処理の全てのログ情報、すなわち、異常終了していない全てのログ情報を抽出する。
なお、このログ情報には、検査を実行するために正常に設定された設定ログも含まれる。
【００７５】
　そして、処理回路２７は、正常に終了した全ての処理の内容を登録する（ステップＳ２
０９）。
【００７６】
　図１０は、第１の実施形態の超音波診断装置１００のディスプレイ２５に、正常終了し
た処理の内容に基づいて、患者情報の復元と、検査の状態を表示した表示画面例である。
【００７７】
　図１０に示すように、ステップＳ００７において登録された患者情報に基づいてデータ
の復元がされているため、患者ＩＤが「０１２３」の患者情報が復元され、ディスプレイ
２５に表示されている。また、患者ＩＤが「０１２３」の被検体について、Ｂモード画像
Ｘ１と、カラードップラー画像Ｙ１が正常に保存されていることを示している。
【００７８】
　すなわち、図１０の表示画面例では、図７に示したスペクトル表示において、その表示
中またはスペクトル表示画像を保存する際に異常終了したため、異常終了する直前の状態
に復帰させたことを示している。
【００７９】
　この場合、ディスプレイ２５には検査開始ボタンが設けられているため、例えば、検査
技師の「ＸＸＸＸ」が検査開始ボタンを押下すると、カラードップラー画像Ｙ１を保存し
た以降の検査、すなわち、スペクトル表示以降の検査を再開することができる。
【００８０】
　以上説明したように、第１の実施形態の超音波診断装置１００の処理回路２７は、電源
の投入により自装置である超音波診断装置１００を起動させ、超音波診断装置１００が、
前回終了したときに、正常終了したか、または異常終了したかを判定する。そして、処理
回路２７は、異常終了した場合は、そのログ情報に基づいて、所定の状態まで復帰させる
ことができる。
【００８１】
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　これにより、第１の実施形態の超音波診断装置１００の処理回路２７は、エラーが発生
したために超音波診断装置１００を再起動させた場合であっても、手間と時間を要さずに
検査を再開することができる。
【００８２】
　なお、第１の実施形態では、処理回路２７は、異常終了していない状態に復帰させる復
帰処理の一例として、ログ情報に基づいて、異常終了する直前の状態に復帰させる場合に
ついて説明したが、これに限定されるものではない。例えば、図９のフローチャートにお
いて、ステップＳ２０５における患者情報を登録した状態に復帰させるようにしてもよい
。
【００８３】
　すなわち、処理回路２７は、超音波診断装置１００が異常終了した場合には、被検体の
登録情報が登録された直後の状態に復帰させるようにしてもよい。この場合、処理回路２
７は、その被検体について検査を最初からやり直すことができる。
【００８４】
　また、第１の実施形態は、これに限定されるものではなく、例えば、処理回路２７は、
ログ情報に基づいて、所定の状態に自動的に復帰させるようにしてもよい。一例として、
被検体の登録情報が登録された直後の状態に復帰させる場合、予め超音波診断装置１００
に自動的に被検体の登録情報が登録された直後の状態に復帰させる設定を行い、自動的に
その状態に復帰させるようにしてもよい。
【００８５】
　また、超音波診断装置１００が復帰する状態は、モードに限定されるものではなく、例
えば、複数の設定のうち所定の設定がされた後の状態であってもよい。
【００８６】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、ログ情報に基づいて、異常終了する直前の状態に復帰させる場合
について説明した。第２の実施形態では、検査を再開する状態を、例えば、検査技師が、
検査を再開するモードや設定を選択することができるようになっている。
【００８７】
　図１１は、第２の実施形態の超音波診断装置１００が電源の投入によって起動したとき
、エラー発生フラグの状態を判別し、異常終了していた場合には、ログ情報に基づいて、
検査を再開する状態を選択する再開選択処理を実行する処理を示したフローチャートであ
る。
【００８８】
　図１１のフローチャートが、第１の実施形態で示した図２のフローチャートと異なる点
は、ステップＳ００９のログ情報による復帰処理の代わりにステップＳ３０１の検査再開
の選択処理を備えている点である。したがって、ステップＳ３０１の検査再開の選択処理
について説明する。
【００８９】
（検査再開の選択処理）
　ステップＳ３０１における検査再開の選択処理は、例えば、図１２のフローチャートの
ようなサブルーチンによって処理される。
【００９０】
　図１２は、第２の実施形態における検査再開の選択処理を示すフローチャートである。
なお、検査再開の選択処理では、ステップＳ００９で示したログ情報による復帰処理を含
み、異常終了する直前の状態に復帰させることも選択することができる。
【００９１】
　まず、処理回路２７は、エラーが発生する直前の状態に復帰させるか否か判定するよう
になっており（ステップＳ３０３）、エラーが発生する直前の状態に復帰させる場合には
（ステップＳ３０３のＹＥＳ）、ステップＳ００９のログ情報による復帰処理を実行する
ことにより、正常に終了した最後の処理から検査を再開することができる（ステップＳ０
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０９）。
【００９２】
　一方、エラーが発生する直前の状態に復帰させない場合には（ステップＳ３０３のＮＯ
）、例えば、処理回路２７は、Ｂモードによる検査を開始する前に復帰させるか判定する
（ステップＳ３０７）。
【００９３】
　処理回路２７は、Ｂモードによる検査を開始する前に復帰させる場合には（ステップＳ
３０７のＹＥＳ）、ステップＳ０１１の検査開始の状態と同じ状態に復帰させ、被検体に
対して、Ｂモードによる検査が開始される直前の状態に復帰させる。そして、超音波診断
装置１００は、Ｂモードによる検査を再開する（ステップＳ３０９）。
【００９４】
　ステップＳ３０９では、例えば、図９で示したログ情報による復帰処理とほぼ同様な処
理を行い、ステップＳ２０７およびステップＳ２０９において、Ｂモードによる検査再開
する直前までのログ情報の抽出とその処理内容を登録する。
【００９５】
　これにより、図１１のステップＳ０１１において、Ｂモードによる検査を再開するとこ
ろから、検査技師は、被検体に対して検査を開始することができる。
【００９６】
　一方、Ｂモードによる検査を開始する前に復帰させない場合には（ステップＳ３０７の
ＮＯ）、例えば、処理回路２７は、Ｂモード以外のモードによる検査を再開することを受
け付けて、その受け付けたＢモード以外のモードで検査を再開する（ステップＳ３１１）
。
【００９７】
　ステップＳ３１１についても、例えば、図９で示したログ情報による復帰処理とほぼ同
様な処理を行って、ステップＳ２０７およびステップＳ２０９において、Ｂモード以外の
モードによる検査を再開する直前までのログ情報の抽出とその処理内容を登録する。
【００９８】
　図１３は、第２の実施形態のステップＳ３０１において、ディスプレイ２５に検査再開
のための状態を選択させる選択画面例を示した表示画面例である。
【００９９】
　図１３に示すように、処理回路２７は、ログ情報に基づいて、患者ＩＤが「０１２３」
に関する情報を抽出し、ディスプレイ２５に選択可能な再検査のモードが表示されている
。選択可能な再検査には、一例として、「エラー発生の直前に復帰」、「Ｂモード」、「
カラードップラーモード」、「スペクトル表示」が表示されている。
【０１００】
　検査技師の「ＸＸＸＸ」は、これらの４つの中から１つのモードや状態を選択した後、
検査開始ボタンを押下することにより、その選択されたモードや状態から、再検査を開始
することができる。
【０１０１】
　また、ディスプレイ２５には確認可能な撮影画像が関連付けられているため、検査技師
の「ＸＸＸＸ」は、Ｂモード画像Ｘ１やカラードップラー画像Ｙ１の画像を確認し、検査
を再開するモードや状態を選択することもできる。
【０１０２】
　さらに、Ｂモード画像Ｘ１やカラードップラー画像Ｙ１の画像を確認した上で、再検査
を開始する必要がないと判断した場合には、再検査をスキップするための再検査スキップ
ボタンを押下することにより、再検査を行わず、検査を終了することもできる。
【０１０３】
　第２の実施形態では、検査開始ボタンが押下されたり、再検査スキップボタンが押下さ
れると、検査再開の選択処理を終了する。
【０１０４】
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　以上説明したように、第２の実施形態の超音波診断装置１００の処理回路２７は、検査
を再開する状態の選択を受け付けることができるので、前回の検査の状況やエラーが発生
したモードや状態に応じて、手間と時間を要さずに検査を再開することができる。
【０１０５】
　また、第１の実施形態や第２の実施形態では、処理回路２７は、複数のモードを有する
ようになっていたが、本実施形態は、これらに限定されるものではない。例えば、図４で
示したＢモードの検査やＢモード画像の保存において、Ｂモード画像をデュアルモードで
表示する設定を、複数の設定のうちの１つに含めることができる。
【０１０６】
　同様に、図４で示したカラードップラーモードによる検査やドップラー画像の保存にお
いて、血流の流速に限定されるものではなく、パワー表示による測定やその表示の設定も
、複数の設定のうちの１つに含めることができる。
【０１０７】
　また同様に、図４で示したスペクトル表示以外にも、例えば、エラストグラフィ（elas
tography）を用いた生体組織の硬さの測定やその表示の設定も、複数の設定の１つに含め
ることができる。
【０１０８】
　これにより、処理回路２７は、変更可能な複数の設定を有し、設定ログによるログ情報
に基づいて、正常終了した設定または異常終了する直前の設定に復帰させることができる
。
【０１０９】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、超音波診断装置１００の処理回路
２７は、エラーが発生したために超音波診断装置１００を再起動させた場合であっても、
手間と時間を要さずに検査を再開することができる。
【０１１０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１１１】
１０…超音波プローブ
２０…超音波診断装置本体
２１…送信回路
２２…受信回路
２３…信号処理回路
２４…画像処理回路
２５…ディスプレイ
２６…電源回路
２７…処理回路
２８…記憶回路
２９…入力回路
１００…超音波診断装置
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